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月見野霊園合
がっそうぼ

葬墓の生前予約を受付します
問生活安心課（☎017－734－5277）、浪岡振興部市民課（☎0172－62－1140）

市営霊園・墓園の使用許可を受けていない満
70歳以上（令和６年１月31日時点）の市民で、
ご自身のためにお申込みするかた

令和６年１月５日（金）～19日（金）必着

申込資格

受付期間

申込方法 生活安心課、浪岡振興部市民課、各支所など
に備付けの「合葬墓のご案内」を確認の上、
申込書と身分証明書の写しを郵送で、〒030－
0801　新町一丁目３－７　生活安心課へ
※「合葬墓のご案内」などは市ホームページ
にも掲載しています。

◆注意事項

　申込みに当たっては、「合葬墓のご案内」をよくご
覧いただき、ご家族やご友人とよく相談し、お亡くな
りになった後に埋葬などを行うかたに考えを伝えた上
で、手続をしてください。

①納骨室及び合葬室（使用料：98,000円）…80人

使用許可を受けた日から20年、遺骨を骨箱などで

納骨棚に収蔵します。収蔵期間経過後は合同で埋

蔵する合葬室へ埋蔵します。

②合葬室（使用料：62,000円）…170人

遺骨を布製の納骨袋に納め、合葬室へ直接埋蔵し

ます。

※生活保護を受けているかたや中国残留邦人などで

生活保護に準じる公的支援給付を受けているかた

が申請する場合は、②に限り、使用料の５割を減

額できます。

※募集数を超えた場合は、抽選により決定します。

抽選を行わない場合は、令和６年１月25日（木）

までに結果を通知します。

申込区分・料金・募集数

　

県
で
は
、
氷
塊
落
下
に
よ
る
事

故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
青
森
ベ

イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
歩
道
を
、
冬
期
間

通
行
止
め
に
し
ま
す
。

　

ま
た
、
車
道
も
危
険
が
あ
る
場

合
は
、
事
故
を
防
ぐ
た
め
通
行
止

め
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

新
中
央
埠ふ

頭
は
、
青
森
港
国
際

ク
ル
ー
ズ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
使
用
日

を
除
き
、
ゲ
ー
ト
を
通
行
止
め
に

し
、
利
用
を
制
限
し
ま
す
。

◆
通
行
止
め
期
間
（
予
定
）

　

12
月
１
日（
金
）～
令
和
６
年
３

月
31
日（
日
）

問
青
森
港
管
理
所

　
（
☎
017
―
734
―
４
１
０
１
）

青
森
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
歩
道

な
ど
の
冬
期
間
通
行
止
め

忘年会・新年会は忘年会・新年会は

３３
さんまるいちまるさんまるいちまる

０１００１０運動を実践しよう！運動を実践しよう！

　12月・１月は忘年会・新年会シーズンです！

　皆さんは宴会料理を食べきっていますか？

　本来食べられるのに廃棄されているものを「食

品ロス」といいます。宴会などでの食べ残しを減

らす取組として、乾杯後30分間は自分の席で料理

を楽しみ、お開き10分前からは席に戻って料理を

食べきる、「3010運動」があります。

　幹事の皆さんは、「3010運動」実践の声掛けを

し、おいしく楽しく食べきり、食品ロスを削減し

ましょう。

問清掃管理課

　（☎017―718―1179）

令
和
６
・
７
年
度
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

対
象
▽
本
市
が
発
注
す
る
工
事
・

物
品
・
委
託
な
ど
の
業
務

受
付
期
間
▽
令
和
６
年
１
月
11
日

（
木
）～
２
月
13
日（
火
）

　
（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
契
約
課
（
☎
017
―
734
―
５
１
４
４

／
５
１
４
５
）

令
和
６
年
新
年
祝
賀
会

　

青
森
商
工
会
議
所
・
青
森
市
浪

岡
商
工
会
と
市
が
共
催
で
「
新
年

祝
賀
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
当
日
は
、
平
服
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

時
令
和
６
年
１
月
４
日（
木
）

　

受
付
▽
午
後
４
時
30
分
か
ら

　

式
典
▽
午
後
５
時
00
分
か
ら

　

※
式
典
は
１
時
間
30
分
の
予
定

所
ホ
テ
ル
青
森　

３
階
「
孔
雀
の
間
」

料
４
千
円

申
12
月
１
日（
金
）か
ら
22
日（
金
）

ま
で
に
料
金
を
持
参
の
上
、
秘

書
課
（
本
庁
舎
２
階
）、
浪
岡

振
興
部
総
務
課
（
浪
岡
庁
舎
２

階
）、
青
森
商
工
会
議
所
６
階

受
付
、
青
森
市
浪
岡
商
工
会
１

階
受
付
の
い
ず
れ
か
へ
（
月
～

金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

受
付
）
※
22
日
の
締
切
以
降

（
土
・
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

も
受
付
し
ま
す
が
、
当
日
配
付

す
る
参
加
者
名
簿
に
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。

備
お
食
事
や
お
飲
み
物
を
ご
用
意

し
ま
す
（
立
食
形
式
）。

問
秘
書
課
（
☎
017
―
734
―
５
０
８
４
）

　

浪
岡
振
興
部
総
務
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
２
６
）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ
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12
月
の
市
民
相
談

◆
予
約
が
不
要
な
相
談

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室
（
駅
前

庁
舎
１
階
）
☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
一
般
相
談
（
市
民
な
ん
で
も
相
談

室
）　

時
月
～
金
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）午
前
８
時
15
分

各
種
相
談

～
午
後
６
時
30
分　

※
来
庁
ま
た

は
電
話
で
受
付

●
人
権
相
談　

時
４
日（
月
）・
５
日

（
火
）・
18
日（
月
）午
前
10
時
～
午

後
３
時

●
行
政
相
談　

時
７
日（
木
）・
14
日

（
木
）・
21
日（
木
）・
28
日（
木
）午

前
10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
４
日（
月
）・

12
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
７
日（
木
）・

14
日
（
木
）・
21
日
（
木
）
・
28
日

（
木
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
26
日

（
火
）午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
４
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
８
日（
金
）・

15
日（
金
）・
22
日（
金
）午
前
10
時

～
午
後
３
時

◆
予
約
が
必
要
な
相
談

●
法
律
相
談　

時
11
日（
月
）・
25
日

（
月
）
午
後
１
時
～
３
時　

人
各

５
人
（
申
込
順
）　

申
事
前
に
電

話
で
、
生
活
安
心
課（
☎
017
―
734

―
５
２
５
０
）へ
。
11
日
分
は
１

日
か
ら
、
25
日
分
は
12
日
か
ら
受

付
（
午
前
８
時
30
分
～
）
※
相
談

は
１
回
ま
で（
一
人
20
分
間
）

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
庁
舎　

２
階
小
会
議
室

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
７
日

（
木
）・
21
日（
木
）午
前
９
時
～
午

後
３
時　

問
浪
岡
振
興
部
健
康
福

祉
課
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３

償
却
資
産
の
申
告
を

　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す

固
定
資
産
の
届
出
を

　
　
　
　
　

お
忘
れ
な
く

　

固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
は
、

毎
年
１
月
１
日
で
す
。
次
の
場
合

は
届
出
が
必
要
で
す
。

①
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

土
地
・
家
屋
の
相
続
登
記
が
完

了
し
て
い
な
い
場
合
は
、
相
続

人
の
中
か
ら
納
税
通
知
書
な
ど

を
受
領
す
る
代
表
者
を
決
め
、

「
固
定
資
産
現
所
有
者
申
告
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
未
登
記
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
場
合

　

売
買
・
相
続
・
贈
与
な
ど
に
よ

り
所
有
者
や
、
用
途
を
変
更
し

た
場
合
は
、「
補
充
家
屋
に
か

か
る
名
義
人
変
更
及
び
区
分
構

造
変
更
申
告
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

③
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
壊
し

た
場
合

　

「
固
定
資
産
税
に
か
か
る
新

築
・
増
築
・
取
壊
し
申
出
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

④
一
定
要
件
を
満
た
す
耐
震
・
バ

リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
の

工
事
を
し
た
場
合

　

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
工
事
完
了
日

か
ら
３
か
月
以
内
に
各
種
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
０
）

　

浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
８
６
）

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
納
付
相
談

　

市
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
相
談

を
受
付
。
電
話
相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

　

☎
017
―
734
―
５
２
０
９

時
12
月
14
日（
木
）・
18
日（
月
）～
21

日（
木
）・
25
日（
月
）～
27
日（
水
）　

午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　

☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１

時
12
月
25
日（
月
）～
27
日（
水
）

　

午
後
８
時
ま
で

カ
ダ
ー
ル
な
ん
で
も
座
談
会

時
12
月
15
日
（
金
）
午
前
10
時
～
11

時
30
分　

※
偶
数
月
第
３
金
曜
日

の
同
時
間
に
開
催

所
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
「
カ
ダ
ー

ル
」
企
画
ワ
ー
ク
室
２

内
そ
の
日
に
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で

「
こ
れ
っ
て
私
だ
け
？
こ
ん
な
時

ど
う
し
て
る
？
」
な
ど
の
悩
み
や

疑
問
に
つ
い
て
気
軽
に
話
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
聴
く
だ
け
で
も
大
丈

夫
で
す
。

人
備
６
人
／
直
接
会
場
へ

問
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
「
カ
ダ
ー

ル
」
☎
017
―
776
―
８
８
０
０

　

市
で
は
、
子
育
て
に
関
す
る
現

状
や
希
望
に
関
す
る
基
礎
資
料
と

す
る
た
め
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
ニ
ー
ズ
調
査
」
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
結
果
を
参
考
と
し

て
、
幼
稚
園
・
保
育
所
な
ど
の
利

用
定
員
な
ど
を
定
め
た
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
を

策
定
す
る
予
定
で
す
。

　

調
査
対
象
世
帯
は
、
小
学
校
就

学
前
の
子
ど
も
や
小
学
生
か
ら
各

２
千
500
人
を
無
作
為
抽
出
し
ま

す
。
お
子
さ
ん
の
名
前
で
調
査
票

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
保
護
者
の

か
た
が
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
２
０
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

ニ
ー
ズ
調
査
に
ご
協
力
を

　

個
人
ま
た
は
法
人
が
事
業
に
使

用
す
る
機
械
、
器
具
、
構
築
物
な

ど
を
償
却
資
産
と
い
い
、
課
税
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
か

た
は
、
令
和
６
年
１
月
31
日（
水
）

ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
令
和
６
年
１
月
１
日（
月
）現
在
、

市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
（
貸

付
け
）
し
て
い
る
個
人
・
法
人

問
資
産
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
４
）

◆
電
子
申
告
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
）
を
利
用
し
た

償
却
資
産
の
電
子
申
告
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

※
利
用
す
る
に
は
、
事
前
に
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
届
出

が
必
要
で
す
。

問
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　
（
☎
０
５
７
０
―
０
８
１
４
５
９
）

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

は
、
12
月
27
日（
水
）～
令
和
６
年

１
月
９
日（
火
）、全
店
舗
で
休
止

し
ま
す
。

問
市
民
課
（
☎
017
―
734
―
５
２
３
９
）

掲載の内容は、11月６日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S


